（別添　様式）


社会医療法人等における訪日外国人患者診療価格の設定について

　厚生労働大臣　　　　　　　　　殿

							申請者名　　　　　　　　　　　　　
							住　  所　　　　　　　　　　　　　

　以下のとおり相違ありません。

[bookmark: _Hlk216208255]【訪日外国人患者に対し請求する診療費】
訪日外国人患者診療（健康保険法に基づく療養の給付（入院時食事療養及び入院時生活療養に係る給付を含む）に係るものに限る。）について、当該社会医療法人等が訪日外国人患者（自費患者である外国人であって公的医療保険に加入していない者をいう。）に請求する金額（以下、「訪日外国人患者診療価格」という。）について、社会保険診療と同一の基準により計算しているか、いずれか該当する項目欄の□にチェックすること。
□　同一の基準による
□　同一の基準によらない

＜「同一の基準による」をチェックした場合＞
添付資料
· 当該医療機関の診療報酬規程

＜「同一の基準によらない」をチェックした場合＞
添付資料
○ 診療報酬規程
○ 訪日外国人患者診療価格が「地域における標準的な料金を超えない額」であることを説明する書類
＜共通書類＞
・訪日外国人患者診療価格の設定に当たって参照対象とした医療機関の一覧（直下「参照対象とした医療機関のリスト詳細」を記載した場合はそれで足りるものとする。）
・その他、訪日外国人患者診療価格を決めるに当たって根拠となる資料　

＜ＪＭＩＰ病院（一般財団法人日本医療教育財団が実施している外国人患者受入れ医療機関認証制度認証病院）＞
・一般財団法人日本医療教育財団から送付される認証書の写し

＜ＪＭＩＰ病院以外＞
· 年間の訪日外国人患者（但し、医療渡航患者を除く。）受入実績を示す資料
※　外来患者数と新入院患者数を足した人数であり、外来患者数は、初診、再診等の区別なく、全てを合計すること。（同一患者が２回外来受診した場合は２人とカウントする。新入院患者数は、新たに入院した患者数（同一患者が２回、新たに入院した場合は、２人とカウントする）
· ＪＭＩＰ病院かつ、外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト医療機関のうち年間250人以上の訪日外国人患者の受入実績がある医療機関の両方に該当する場合であって、参照対象とする医療機関を受入実績250人以上リスト医療機関とする場合は、250人以上リスト医療機関を参照することが適当であることを示す理由書
· 世界観光機関（ＵＮ Tourism）が認定する「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」の地域に所在している訪日外国人患者の受入実績が３ヵ月連続20人以上の病院又はベスト・ツーリズム・ビレッジの地域に所在している訪日外国人患者の年間受入実績125人以上若しくは受入実績が３ヵ月連続20人以上のいずれかに該当する診療所（以下、「ＢＴＶ医療機関）という。）と同一の二次医療圏内に所在している場合であって、同一の二次医療圏の複数医療機関の訪日外国人患者診療価格を統一する際は、ＢＴＶ医療機関の所在地がベスト・ツーリズム・ビレッジに認定されていることを示す書類及び訪日外国人患者診療価格を統一する理由書
· ＢＴＶ医療機関かつＪＭＩＰ病院の両方に該当する場合であって、参照対象とする医療機関をＪＭＩＰ病院とする場合は、ＪＭＩＰ病院を参照することが適当であることを示す理由書

· 参照対象とした医療機関のリスト詳細
	参照地域※１
	参照対象医療機関※２
	訪日外国人患者診療価格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　※１  参照対象をＪＭＩＰ病院とする場合は都道府県単位、それ以外とする場合は、当該医療機関が所在する都道府県内は二次医療圏単位、当該医療機関が所在する都道府県以外は都道府県単位で記載すること
　※２　参照対象をＪＭＩＰ病院とする場合は「外国人患者受入れ医療機関認証制度（ＪＭＩＰ）認証病院一覧」、それ以外の場合は、厚生労働省及び観光庁が公表している「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」を活用すること
※３　行が足りない場合には適宜追加すること
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